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令和 7年度第 2回 

太子町 

定例記者会見資料 

 

 

 

 

 

令和 7年 8月 7日（木）16 時～ 

太子町役場 議会棟 2階 常任委員会室
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令和 7年度第 2回定例記者会見 発表項目 

 

総務部  P2 

 
三菱自動車工業㈱、姫路三菱自動車販売㈱との「災害時における電動
車両等の支援に関する協定」の締結について 

P3 

 SDGs 週間に太子町庁舎を 17 色にライトアップ！ P4 

 太子町防災訓練を実施します P5 

生活福祉部 P6 

 
「自殺対策週間」啓発のため太子町庁舎をシンボルカラーにライトア
ップします 

P7 

 
「手話言語の国際デー」啓発のため太子町庁舎のライトアップなどを
実施します 

P8 

 「はじめての手話講座」が太子町で開催されます P9 

 「たいしフードドライブ」にご協力ください P10 

 「太子町ふくしフェスティバル」を開催します P11 

 太子町戦没者追悼式の開催 P12 

 「ＡＣＰ(人生会議）講演会」を開催します P13 

 満 75 歳以上の高齢者にお祝いチケットを配付 P14 

経済建設部 P15 

 第 5 回太子町観光大使の募集 P16 

 さつまいも収穫祭を開催します P17 

教育委員会 P18 

 第 44 回観月会「月見の會」の開催 P19 

 第 68 回太子町公募美術展の開催 P20 

 第 32 回太子町民芸術祭を開催します P21 
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総務部 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 総務部 企画政策課 

担 当 者 大本 電 話 079-277-5998 

報道機関各位 

 

調印式の後に電動車両（PHEV） 

を用いたデモンストレーションを実施します。 

災害時に電動車両（PHEV）を借用して各避難所にて、電源の支援についての協定です。  

 

三菱自動車工業株式会社、姫路三菱自動車販売株式会社との 

「災害時における電動車両等の支援に関する協定」の締結について 

 

 今後、当町において発生し得る大きな災害として、南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震

等が想定されており、過去の大規模災害の教訓からも災害時に備えた民間企業各種団体等と

の防災協定の締結は、有効であるとされています。 

 つきましては、当町域で大規模な災害が発生した場合において、三菱自動車工業株式会社

様、姫路三菱自動車販売株式会社様にご協力いただき、三菱自動車の保有する PHEV や電気

自動車をお借りすることを目的とした「災害時における電動車両等の支援に関する協定」を

締結します。 

下記の概要により、調印式を行いますので、ぜひ取材いただき、広く報道をしていただき

ますようお願いいたします。 

なお、調印式後に実際にお借しいただく車両を用いて給電デモンストレーションを実施し

ますので、ご覧ください。 

 

■ 期 間 令和 7 年 9月 12 日（金） 

■ 時 間 11：00 ～ 12：00 

■ 場 所 太子町役場（太子町鵤 280-1）議会棟 1F 全員協議会室 

 

 

 

 

 

 

  

取材のポイントはココ！ 

※参考 令和 7年 特定非営利活動法人日本レスキュー協会様との協定調印式（左） 

      他市町での給電デモンストレーション（右） 
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 太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 総務部 企画政策課 

担 当 者 西林 電 話 079-277-5998 

報道機関各位 

SDGs に関心を持つ契機とするため、太子町庁舎を 17 色にライトアップします。 

ライトアップした庁舎を背景に、多くの方が写真撮影に来られます。 

 

SDGs 週間に太子町庁舎を 17 色にライトアップ！ 

  

SDGs 週間（Global Goals Week）は、SDGs が国連総会で採決された 9月 25 日を期間に含む

一週間とされ、持続可能な開発目標への意識を高め、行動のきっかけを作るために制定された

ものです。 

 太子町庁舎を東側の桜の木から北側の柱16間隔を合わせてSDGsの 17の目標になるよう17

色にライトアップします。 

過去の SDGs の日、SDGs 週間でのライトアップ時には、たくさんの写真愛好家が撮影に訪

れ、それぞれインスタグラム等に投稿いただき、太子町の「持続可能」なまちづくりの推進が

多くの人へ広がっています。 

ぜひ今年も取材・報道していただきますようお願いします。 

■期間 令和 7年 9 月 24 日（水）～9月 30 日（火）※壁面投影は、土・日及び雨天中止 

■時間 日没～21：00 

■場所 太子町役場（太子町鵤 280 番地 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑↑昨年度のライトアップの様子↑↑↑ 

 

 

 

 

 

 

（壁面投影画像） 

取材のポイントはココ！ 
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 太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 総務部企画政策課 

担 当 者 大本 電 話 079-277-5998 

報道機関各位 

避難所マネジメントシステムの実証実験も行います！ 

 

太子町防災訓練を実施します 

 

近年は地震や局地的な豪雨災害による被害が全国各地で頻繁に発生しています。 

自然災害の発生を防ぐことはできませんが、被害を最小限に抑えるためには、日頃からの

備えが大切です。 

 今年度は太田西地区の自主防災組織を中心に、‘地域の実状’に合わせた実践的な発災対

応型の防災訓練を開催します。合わせて、太子町では初めて、昨今注目度の高いペットの同

行避難について、災害が起こる前に出来るペットの災害対策や、災害時のペットとの過ごし

方、ペットがクレート(持ち運び用ケージ)に慣れる訓練方法などをブースで展示します。 

 また、導入を検討している避難所マネジメントシステム（避難した際に、紙での受付を

WEBQR コードやマイナンバーカードで受付）の実証実験も行います。 

 住民の防災意識を高めるため、ぜひ取材・報道いただくようお願いします。 

 

■日 時 令和 7年 10 月 26 日（日）8：30 ～ 11：30 

 ■場 所 太子町立太田小学校（メイン会場） 

 ◇発災対応型訓練 

  シナリオがないことが大きな特徴で、避難途上で提示された状況に対して住民が考え、

自主的に行動することにより、火災や負傷者への救護などの対応を行います。 

 ◇班別訓練 

  「自主防災組織」の活性化を図るため、各班に分かれ訓練を実施します。 

 ◇体験コーナー 

  煙体験や浸水歩行体験など災害体験ができるブースを予定しています。ぜひ取材と併せ

て体験してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材のポイントはココ！ 
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生活福祉部 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 冨田 電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

庁舎壁面を４色にライトアップして「自殺対策週間」を啓発します 

 

「自殺対策週間」啓発のため太子町庁舎をシンボルカラーにライトアップします 

 

自殺は様々な悩みや社会的要因によって心理的に追い詰められ、解決の糸口さえ見えな

い状況に追い込まれた結果として起きていることが少なくありません。 

誰も自殺に追い込まれることのない社会をめざし、啓発活動の一環として庁舎北側壁面

を国が定めた「いのち支えるロゴマーク」に使用されているオレンジ、みどり、ピンク、

あおの 4色にライトアップします。 

 

◇庁舎北側壁面ライトアップ 

■期間：9月 10 日（水）～9月 16 日（火） 

■時間：日没～21：00 

■場所：太子町役場 (太子町鵤 280 番地 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （昨年度の様子） 

◇相談窓口 

■こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 

※電話された地域により相談窓口が変わります。 

■兵庫県いのちと心のサポートダイヤル 078-382-3566 

※月～金 18：00～翌 8：30、土・日・祝 24 時間 

■兵庫県こころの健康電話相談 078-252-4987 

※火～土 9：30～11：30、13：00～15：30（祝日、年末年始除く） 

■はりまいのちの電話 079-222-4343 

※年中無休 10：00～翌 1：00 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 尾田 電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

庁舎壁面のライトアップや読書などを通じて 

「手話言語の国際デー」を啓発します 

 

「手話言語の国際デー」啓発のため太子町庁舎のライトアップなどを実施します 

 

9 月 23 日は「手話言語の国際デー」とされ、今年 6月制定の「手話に関する施策の推進

に関する法律」にも「手話の日」と定められました。 

本町における「和のまち太子の手話言語条例」にのっとって、手話言語が音声言語と対

等であり、ろう者とろう者以外の人々が互いを尊重し、共生する社会の実現を目指して手

話に関する理解と関心を深めるための啓発活動に取り組みます。 

 

◇庁舎北側壁面をシンボルカラーの青色にライトアップ 

■期間 9 月 22 日（月）～9月 23 日（火） 

■時間 日没～21：00 

■場所 太子町役場 (太子町鵤 280 番地 1) 

 

◇手話に関する書籍等の特設ブースを図書館に設置 

■期間 9 月 13 日（土) ～9 月 28 日（日) ※休館日の 16・17・23・24 日を除く 

■場所 太子町立図書館（太子町鵤 1310 番地 7） 

※ご自由に持ち帰りいただける町作成のリーフレットも配架します。 

 
（昨年度の様子） 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料  

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 尾田 電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

「はじめて手話を学ぶ方」を対象とした講座が太子町で開催されます 

（2025 年度兵庫県手話普及促進事業） 

 

「はじめての手話講座」が太子町で開催されます 

 

手話についての基礎知識を学び、手話で自己紹介や挨拶をして、耳の聞こえない人と交流す

ることのできる講座が兵庫県下 9か所で開催されます。 

10 月 25 日（土）に下記のとおり太子町で開催されますので、 

ぜひ取材いただき、広く広報していただきますようお願いいた 

します。 

 

 

 

■日 時 10 月 25 日（土） 10：00～12：00 

■場 所 太子町役場 行政棟 3階 ホール(太子町鵤 280 番地 1) 

■対 象 高校生以上（小中学生の受講希望者は問合わせ先に要連絡） 

■定 員 20 名（先着順） 

■受講料 無料 

■申込方法 申込用紙（名前、ﾌﾘｶﾞﾅ、連絡先[電話・FAX]、居住市町を記入）を FAX 送信、 

または電話連絡、もしくはチラシ掲載の QRコードから申込み 

■申込み・問合せ先  

兵庫県立聴覚障害者情報センター 手話普及促進事業担当  

〒657-0832 兵庫県神戸市灘区岸地通 1-1-1 神戸市立灘区民ホール 2階 

電話 078-805-4175  FAX 078-805-4192（月曜日・日曜日・祝日は休み） 

■主 催 兵庫県・兵庫県立聴覚障害者情報センター 

  主 管 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 
冨田 

（社協：平野、竹内） 

電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

SDGs 活動の一環と、食糧支援、食品ロスの削減に向けて 

「たいしフードドライブ」を開催します。 

 

「たいしフードドライブ」にご協力ください 

 

 ＮＰＯ法人フードバンクはりま、太子町、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会の４

者は業務連携し、家庭で消費しない食品や日用消耗品等（生理用品、紙おむつ含む）の寄付

を呼びかけ、必要とする家庭や子ども食堂などの施設へ届けることで、食品ロスの削減と生

活困窮者の支援を行うフードバンク活動を実施しています。 

太子町社会福祉課や社会福祉協議会の窓口では通年で寄付を受け付けていますが、フード

バンク活動の啓発のため、太子町庁舎や公民館、商工会、協力事業所など町内各所に特設ブ

ースを設け、住民に身近な地域福祉の担い手である民生委員児童委員が中心となって、食品

や日用消耗品等の寄付品を預かります。また、食品や日用消耗品の他に、生活困窮世帯への

多様な支援が行えるようＱＵＯカード等の商品券や、町内の保育所、幼稚園の制服、体操服

の寄付も呼びかけます。 

 

■日時 11 月 13 日（木）、14 日(金) 9：00～16：00 

■場所 太子町役場 行政棟１階 エントランスホール特設ブース（太子町鵤 280 番地 1） 

太子町社会福祉協議会※ ほか 

    ※太子町原 1039 番地（保健福祉会館改修により令和 8年 3月まで太田東地区農村交流センター内仮事務所） 

 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 尾田 電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

町内の福祉事業所等が、活動の周知や地域とのつながりを強化するため

の啓発イベント「太子町ふくしフェスティバル」を開催します 

 

「太子町ふくしフェスティバル」を開催します 

 

人と人、人と地域のつながりを通して太子町を盛り上げるため、町内の福祉事業者等によ

るイベントを開催します。 

 

■日 時 11 月 15 日（土）10：00～15：00 

■場 所 丸尾建築総合公園 体験学習施設周辺（太子町佐用岡 58 番地） 

■参加事業所 事業所 18 ヶ所（協賛のみの事業所 2ヶ所含む）、太子町赤十字奉仕団、 

手話サークル 

■内容・各ブースでの催し（事業所等の紹介、人材募集、菓子等販売、ワークショップ） 

・手話体験講座 

・啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前回開催時の様子） 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 社会福祉課 

担 当 者 冨田 電 話 079-277-1013 

報道機関各位 

献花方式による「追悼式」を開催します 

 

太子町戦没者追悼式の開催 

 

戦争で、国のために尊い命を失われた戦没者をはじめとする戦争犠牲者に対し、遺族や町

民の方々と共に追悼と不戦の決意を新たにする機会として、献花方式による追悼式を開催し

ます。 

 

■日 時 11 月 16 日（日） 13：30～ 

■場 所 太子町役場 行政棟 3階 ホール（太子町鵤 280 番地 1） 

※丸尾建築あすかホール改修のため、本年度は役場にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昨年度の様子） 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料  

発表年月日 令和 7年 8月 7日（木） 

担 当 課 高年介護課 

担 当 者 澤井 電話 079-276-6639 

報道機関各位 

訪問診療や訪問看護の立場から 

終末医療や看取りを考える講演会を開催します。 

 

「ＡＣＰ(人生会議）講演会」を開催します 

 

ＡＣＰとは、将来あなた自身が病気になったり、介護が必要になったときに備えて、こ

れまで大切にしてきたことや、これから誰とどのように過ごしたいか、希望する医療や介

護のことなどについて、家族や大切な人、医療、介護関係者とともにあらかじめ考え、繰

り返し話し合う「人生会議」のことを言います。 

この度、終末医療や看取りについて、訪問診療及び訪問看護に従事される医師、看護師

が、実際の事例を交えた内容で、よりよいエンドオブライフの実現を目指す講演会を開催

します。 

概要は下記のとおりです。ぜひ取材していただきたく、広く広報していただきますよう

お願いいたします。 

 

≪講演内容≫ 

「終末医療や在宅での看取りについて」 

ソラーレクリニック太子 院長 八十川 直哉 医師 

  訪問看護ステーション ソラーレ 

               ※参加者に、太子町版エンディングノートを進呈します。 

■日  時 令和 7 年 10 月 2 日（木）14：00～15：30 

■場  所 太子町庁舎３階ホール 

■対  象 町民及び町内在勤者 

■定  員 30 名（申込制） 

■申込期間 令和７年 8月 25 日（月） 

～ 定員に達するまで 

■申込・問合せ 高年介護課 276-6639 

 （土日祝除く 8：30～17：15） 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 生活福祉部高年介護課 

担 当 者 井上 電話 079-276-6715 

報道機関各位 

令和７年度太子町の目玉となる高齢者施策！！ 

長年町に貢献された 75歳以上の方へ 

お祝いチケット(商品券)を配付します 

 

満 75 歳以上の高齢者にお祝いチケットを配付 

 

町の発展に献身的に貢献された高齢者に敬老の意を表するため、事前に登録いただいた事業

者（大型店を除く町内の店舗）で自由に利用できる「お祝いチケット（商品券）」を高齢者

へ配付する「太子町敬老お祝いチケット配付事業」を実施します。 

 

■対象者 9 月 1 日時点で太子町の住民基本台帳に記録されている満 75歳以上の高齢者 

■金 額 １人あたり 3,000 円（500 円×6枚） 

■チケット利用期間 10 月 1 日（水）～令和 8年 3月 31 日（火） 

■配付方法 チケットと利用事業者一覧を同封し、9月下旬に順次ゆうパックにて郵送 

■その他 7 月 1 日（火）～8月 15 日（金）の期間において協力事業者を募集しています。 

     ※7月 25 日（金）時点で 51事業者が登録済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※お祝いチケット（案）です。実際と異なる場合があります。 

 

 

取材のポイントはココ！ 
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経済建設部 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 産業経済課 

担 当 者 小野 電話 079-277-5993 

報道機関各位 

公的行事や各種イベントに参加し、太子町の魅力を 

積極的に発信・PRしていただける方を性別問わず募集します。 

 

第 5回太子町観光大使の募集 

 

 各種イベントなどに参加し、町の魅力を積極的に発信・ＰＲしていただける人を性別問わ

ず募集します。「このまちが好き」「太子町を盛り上げたい」という方に、「太子町観光大

使」として活躍していただきたいと思います。 

概要は下記のとおりとなりますので、ぜひ取材いただき、広く報道していただきますよう

お願いします。 

 

■応募資格 太子町出身者または太子町にゆかりのある 18歳以上の男女（高校生除く） 

■応募期限 令和 7年 9月 12 日（金）必着 

■応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、正面上半身無帽の写真を添付して提出。 

■応 募 先 〒671-1523 太子町東南 51-1 

      太子町観光協会「太子町観光大使」係 

■選考方法 第一次審査（書類）を行い、通過者に第二次審査（面接）をご案内します。 

      ※第二次審査は令和 7年 9月 28 日（日）10：00～ 予定 

■活動期間 2年間（令和 7年 11 月１日（土）～令和 9年 10 月 31 日（日）） 

      ※観光大使は 2名で活動しており、1名ずつの交代となります。 

■問合せ先 太子町観光協会 担当 細川 電話番号 079-277-2566  

 

 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 産業経済課 

担 当 者 西村 電話 079-277-5993 

報道機関各位 

太子町内３地区において、さつまいも収穫祭を開催。 

家族、友人など多くの方がさつまいもの収穫に来られます。 

 

さつまいも収穫祭を開催します（10/18，10/19，10/26） 

 

 もうすぐ食欲の秋。さつまいも掘りで、秋の味覚と自分の手で収穫する喜びが体感できる

「さつまいも収穫祭」を開催します。 

大勢の参加者で畑が賑わいますのでぜひ取材いただき、家族で、友人でさつまいもを掘る

様子を報道いただきますようお願いします。 

 

 ■開催地区 

  阿曽地区    ・場所     阿曽 216-1 の農地 

・収穫日時   10 月 26 日（日）9：00 ～ 13：30 

          ・募集区画   120 区画 

  

  岩見構下地区  ・場所     岩見構 715-１の農地 

          ・収穫日時   10 月 18 日（土）9：00 ～ 13：30 

                         10 月 19 日（日）9：00 ～ 13：30 

10 月 26 日（日）9：00 ～ 13：30 

          ・募集区画   120 区画 

 

  船代・宮本・福地地区  

・場所     宮本 84-1 の農地 

          ・収穫日時   10 月 26 日（日）9：00 ～ 13：30 

          ・募集区画   150 区画 

 

 ■申込費用 1 区画 1,000 円（10 株）  

 ■申込期間 9 月 3日（水）～12 日（金） 

 ■申込方法 産業経済課窓口またはお電話 

（TEL：079-277-5993）にてお申し込みくださ い。 

※先着順で募集区画が無くなり次第締め切り ます。 

 

取材のポイントはココ！ 

令
和
６
年
度
の
様
子 

tel:079-277-5993）にてお申し込みく
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教育委員会 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 文化会館 

担 当 者 延澤 電話 079-277-1017 

報道機関各位 

中秋の名月にちなんだイベントです 

 

第 44 回観月会「月見の會」の開催 

 

 いかるがの里「月見の會」は今年で第 44 回を迎えます。 

文化会館が改修工事により休館中のため、今年度は龍田小学校にて文化協会員による出し物を

楽しんでいただけます。 

 ぜひ取材いただき、広く報道していただきますようお願いします。 

 

■日 程 令和 7年 9月 20 日(土) 

■場 所 龍田小学校体育館及び周辺 

■芸 能 17：00 開演  

       太子町文化協会芸能部門 

■茶 席 17：00 開始 

       お茶券 400 円 

■華 席 体育館内 

■ランプシェード・絵行灯 体育館周辺 

■その他 太子町観光大使来場 

■主 催 太子町・太子町文化協会 

■協 賛 太子町観光協会 

 

 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 文化会館 

担 当 者 延澤 電話 079-277-1017 

報道機関各位 

太子町の文化芸術向上を目的とした展示会です。 

毎年多くの方が観覧に来られます。 

 

第 68 回太子町公募美術展の開催 

 

太子町内外から「書」・「陶芸」・「絵画」・「写真」の作品を募集し、出品者の技量を高め

るとともに、町民の文化芸術に対する意識の高揚や向上を図ることを目的に公募美術展を開催

しています。 

令和 4年度の出品数は、書 13 点・陶芸 29 点・絵画 67 点・写真 146 点 

令和 5年度の出品数は、書 34 点・陶芸 23 点・絵画 70 点・写真 124 点 

令和 6年度の出品数は、書 40 点・陶芸 26 点・絵画 55 点・写真 106 点 

 

賞は、部門ごとに「町長賞」・「議長賞」・「教育委員会賞」・「文化協会長賞」・「太子ラ

イオンズクラブ賞」・「観光協会長賞」・「奨励賞」・「神戸新聞社賞」を設けています。 

今年は文化会館（丸尾建築あすかホール）が改修工事により休館していることから、会場が役場

議会棟での開催となります。 

ぜひ取材いただき、広く報道していただきますようお願いします。 

 

■会 期 10 月 16 日(木)～10 月 19 日(日) 9：00 ～ 17：00 (19 日は 15：00 まで) 

■会 場 太子町役場議会棟 

■部 門 書(漢字・かな) ・陶芸・絵画(日本画・洋画・水墨画) ・写真 

■主 催 太子町 太子町教育委員会 

■主 管 太子町公募美術展運営委員会 

■後 援 太子町文化協会 神戸新聞社 太子ライオンズクラブ 太子町観光協会 

■審査員 書：西本
にしもと

 憲司
け ん じ

  陶芸：石井
い し い

 宏
ひろ

志
し

 

絵画：久米
く め

 伴
とも

香
こ

 写真：萩原
はぎわら

 正良
まさよし

 

■作品受付  10 月 11 日(土) 13：00～17：00 

■表彰式 10 月 19 日(日) 13：30 太子町役場議会棟 全員協議会室 

取材のポイントはココ！ 
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太 子 町 定 例 記 者 会 見 資 料 

発表年月日 令和７年８月７日（木） 

担 当 課 教育委員会社会教育課 文化会館 

担 当 者 延澤 電話 079-277-1017 

報道機関各位 

芸術の秋にふさわしい町民参加型の文化行事です 

 

第 32 回太子町民芸術祭を開催します 

 

太子町民芸術祭は、今年で32回を数える太子町民の文化活動として最も大きな発表の場です。

どなたでも出品ができる制作発表会であり、参加者だけでなく、観覧者も有意義な時間を過ごす

ことができます。 

今年は文化会館（丸尾建築あすかホール）が改修工事により休館していることから、「音楽部

門」「芸能部門」は開催せず、「展示部門」のみ役場議会棟での開催となります。 

 ぜひ取材いただき、広く報道していただきますようお願いします。 

 

【事業内容】 

■部 門 展示 

■場 所 太子町役場 議会棟 

■日 時 11 月 14 日（金）、15日（土）9：00 ～ 17：00（15 日は 12：00 まで） 

■内 容 写真・書道・陶芸・木彫・折り紙・俳句・コパークラフト・川柳・ 

パッチワーク・手作り作品・刺しゅう 

 

取材のポイントはココ！ 



 

https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp   kikaku@town.hyogo-taishi.lg.jp 

ぜひ取材いただき、広く報道していただきますようお願いいたします。 

 

https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/

